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 ＡはＢに対して売買の仲介を依頼したのみであり、Ｂへ甲土地と乙建物の所有権を移転する意 

思はなく、ＢがＡの書類を悪用して売買契約及び所有権移転登記を行ったものであり、ＡＢ間の 

売買は無効であり、Ｂは無権利者である。Ｃは無権利者と売買契約を行ったこととなり、ＢＣ間 

の売買契約も無効となるのが原則である。この場合、ＡはＣに対して、甲土地と乙建物につき、 

ＢＣ間の所有権移転登記の抹消を求めることができる。 

 しかし、不動産登記に公信力が認められていないことから、これでは、「事情を一切知らない」 

Ｃの取引に対する信頼を害し、不動産取引の安全が図れない。そこで、①虚偽の外観、②真の権 

利者の帰責性、③虚偽の外観に対する信頼という要素があれば、取引の動的安全保護の規定であ 

る民法９４条２項の法意から、同条項を類推適用することで信頼保護、取引の安全を図るべきで 

ある。なお、民法１１０条を併用した判例もあるが、本人の有責性の強弱等を考慮して、同条の 

併用は判断されるべきである。 

 本件では、①ＡはＢに対して売買の仲介を依頼したのみで、Ｂへ所有権を移転することは了解 

していない。その後、ＢがＡから預かった書類一式及び実印を悪用してＢ名義の所有権移転登記 

を行い、甲土地と乙建物がＢ所有であるとの虚偽の外観が作出されている。また、②真の権利者 

であるＡは、必要書類及び実印を渡している。この際、Ａは売買契約書と登記必要書類の売り主 

蘭と登記義務者蘭に自ら署名押印まで行っており、Ａには虚偽の外観作出について帰責性がある。 

さらに、③Ｃは、「事情を一切知らない」ことから、虚偽の外観に対する信頼も存在する。 

 以上より、民法９４条２項類推適用によって、ＡがＡＢ間の売買の無効をＣに対抗出来ない結 

果、Ｃとの関係では、ＡＢ間の売買は有効となり、ＢＣ間の売買も有効となることから、Ａは、 

甲土地と乙建物につきＢＣ間の所有権移転登記の抹消を求めることができない。 

また、本件では、Ａは必要書類及び実印を予めＢに渡し、さらにそのうち売買契約書及び所有 

権移転登記に必要な書類には自ら署名・押印をしていることから、Ａの有責性も考慮すると１１ 

０条を併用し無過失まで要求すべきではないものと考える。 
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 Ｇは甲土地を競落していることから、甲土地の所有者であり、Ｄに対して所有権に基づく明け 

渡し請求をしている。これに対して、Ｄは債権や物権といった何らかの土地利用権がない限り、 

Ｇによる建物収去土地明け渡し請求を拒むことはできない。この点、ＤとＧの間に使用貸借や 

賃貸借といった契約関係は無く、又、本件では、Ｄは、他の誰かとＧとの契約関係を承継した 

という事情もない。とすれば、Ｄは債権としてＧに対して土地を利用することを求めることは 

できない。 

 ただし、ＣとＤの間で賃貸借契約が設定されていれば、Ｇの買い受け後６ヶ月間は明け渡し 

を猶予される（民法３９５条１項）。 

 それでは、Ｄは物権としての土地利用権を有するのか。この点、建物のために法律上当然に 

発生する法定地上権が建物再築の場合にも成立するのか、３８８条の文言からは不明確である 

ため問題となる。 

 この点、法定地上権は、民法が自己借地権を認めていないため、土地・建物という別々の物 

に抵当権が設定され、競売の結果別々の者に所有権が帰属すると建物は土地上に存続すること 

ができなくなってしまい社会経済上不利益であり、かつ、抵当権設定当事者の意思にも反するこ 

とから、認められたものである。なお、いわゆる共同抵当の場合でも競売の結果それぞれ別人所 

有となりうることで３８８条と同様の結果が生じることから、同条が適用されるものである。 

抵当権者の意思からすると、たとえ建物が再築された場合でも、当該建物について土地と同一 

の所有者であり、かつ、土地と同一順位の抵当権の設定を受ければ、当初把握した担保価値と比 

べても不測の損害を被らないはずである。 

 とすれば、土地・建物に共同抵当が設定され、その後建物が滅失し再築された場合には、新建 

物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権と 

同一順位の共同抵当権の設定を受けた等特段の事情がない限り、法定地上権は成立しないもので 

あると解する。 

 本件では、ＣとＤは親子ではあるが、丙建物はＤ所有であるが甲土地はＣ所有であり、また、 

丙建物についてＦの同一順位の抵当権の設定も無いことから、法定地上権は成立しない。従って、 

ＤはＧの請求を拒むことはできない。 
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ＡはＢ建設会社に対して建物建築を依頼している。ＡとＢ建設会社との間では請負契約が締結 

されている。大地震によって建築中の建物が倒壊してしまったことから、これはＡとＢ建設会社 

いずれの責めにも帰することができない。請負契約は当事者の一方がある仕事の完成を約束し 

相手方がそれに対して報酬を支払うことによって成立する双務契約である。本件は仕事が完成 

する前に建物が倒壊していることから、依然建物完成義務は存続するものである。報酬請求権も 

そのまま存続する。従って、Ｂ建設会社は再度建築を続行することで建物を完成させる義務を負 

う。また、増加費用については、完成義務が存続することから請負人の負担となるものと解する 

が、信義則上注文者にも負担を求める場合もあるものと考える。また、建物が倒壊した理由は地 

震という自然災害であり、Ｂに帰責性は無く債務不履行責任を負わない。 

 後段については、地震による倒壊後土砂崩れがあり、それによって工事の続行が不可能になっ 

ていることから、請負といわゆる危険負担の問題である。 

本件では、ＡＢいずれにも帰責性は無く、請負は特定物に関する物権の設定・移転を契約の目 

的とするものではないため、契約総則の５３６条１項が適用され、請負人は反対給付すなわち、 

報酬請求権を有しないことになる。既に支払われた１０００万円については不当利得となり、Ａ 

はＢに対して１０００万円について不当利得返還請求をすることとなる。 
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 本件では、Ａの承諾のもとにＣが改修及び転貸をしている。承諾のある転貸借については、 

民法上６１３条に規定があるが、転借人は賃貸人に対して直接義務を負うことから、ＤはＡに 

対して賃料支払い義務をはじめ、目的物返還義務や保管義務を負う。しかし、賃貸人はあくま 

でも賃借人と契約を締結していることから、転借人の賃貸人に対する義務の範囲は転貸借契約で 

はなく、賃貸借契約の範囲に限定されるものであると解する。従って、ＤはＡに対して賃貸借契 

約で設定されている１か月１０万円の賃料の範囲を超えては賃料支払い義務を負わない。 

 従って、Ａは１か月１０万円の賃料の支払いしかＤに対して求めることはできず、１５万円の 

賃料の支払いを求めることはできない。 

 後段について、いわゆる承諾転貸借においては、転借人が賃貸人に対抗できる転借権を有する 

ことが重要であり、賃借人（転貸人）が債務不履行で賃貸借契約を解除され、転借人が賃貸人に 

対して転借権を対抗しえない事態となることは、転貸人の転借人に対する目的物使用収益義務 

を怠ることになる。そして、賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求するに至った以上 

、社会通念上、転貸人の転借人に対する目的物を使用収益させる債務は履行不能というべきであ 

る。従って、賃貸借契約が解除により終了した場合に、承諾のある転貸借契約は、賃貸人が転借 

人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了す 

るものと解する。従って、ＡはＤに対して乙の明け渡しを求めることができる。 

また、転借人は目的物の返還義務を履行するまでは、使用収益について不法行為による損害賠 

償又は不当利得の返還義務を免れない。改修部分は乙に付合（２４２条）し、所有権はＡにあり、 

かつ、改修部分に相当する対価を得る権利は賃貸借契約の終了によって賃貸人に移転しているも 

のと考えられることから、ＡはＤに対して転貸料相当額である１ヶ月１５万円の計算で、不法行 

為による損害賠償請求又は不当利得の返還請求をすることができる。 
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